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4月28日

町道Ⅱ－14号線道路排水整備工事 横芝光町鳥喰新田地先 （株）和建興業 2,451,600円 1,961,280円 2,419,200円 98.7 ― 2
町道Ⅰ－14号線物件調査業務委託 横芝光町木戸地先 （株）富士技術サービス 6,080,400円 ― 2,970,000円 48.8 ― 15
上堺小学校施設改修
（トイレ改修）工事 上堺小学校 吉岡建設（株） 62,964,000円 53,519,400円 61,560,000円 97.8 ― 3 議決

案件

5月19日

横芝光町第3次障害者基本計画，
第5期障害福祉計画及び第1期
障害児福祉計画策定業務委託

横芝光町役場 （株）アイアールエス 3,499,200円 ― 3,132,000円 89.5 11 ―

横芝B＆G海洋センタープール
監視業務委託

横芝B＆G海洋
センタープール

（株）フクシ・エンター
プライズ千葉支店 3,629,448円 ― 3,542,400円 97.6 5 ―

役場庁舎北側車庫棟改築工事
実施設計業務委託 横芝光町役場 （株）千都建築設計事務所 15,444,000円 ― 13,932,000円 90.2 5 ―

旧横芝中学校跡地新設道路
測量業務委託 横芝光町横芝地先 （株）ボーソーテック多古支店 2,019,600円 ― 1,782,000円 88.2 ― 13

ふれあい坂田池公園テニスコ
ート改修工事実施設計業務委託 ふれあい坂田池公園 木村屋金物建材（株） 2,160,000円 ― 972,000円 45.0 ― 8

旧横芝中学校跡地新設道路
詳細設計業務委託 横芝光町横芝地先 （株）ボーソーテック多古支店 2,775,600円 ― 2,484,000円 89.5 ― 5

役場庁舎空調設備改修工事
設計業務委託 横芝光町役場 （株）榎本建築設計事務所 3,726,000円 ― 2,980,800円 80.0 ― 3

横芝光町学校給食センター
屋上換気設備更新工事

横芝光町学校給
食センター （株）畔蒜工務店 7,018,920円 5,966,082円 6,966,000円 99.2 ― 1

◆入札結果（4･5月）◆
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家屋を新・増築、取壊したときや
土地利用形態を変更したときはご連絡を

　家屋（建物）や土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
　町では、新・増築家屋や取壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うため、次のようなときはご連絡
ください。

新・増築したとき
　住宅、店舗、車庫、物置などの家屋を新築された方は、新たに固定資産税が課税されます。
　課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご
連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえお伺いします。

取壊したとき
　家屋の一部または全部を取壊しされた方は、翌年度から取壊した家屋の固定資産税が課税されなくなります。（た
だし、取壊し時期によってはそのまま課税されます。）土地の税額が変わることもありますので、お早めにご連絡く
ださい。すでに法務局（登記所）に取壊しの登記手続きをされた方は、連絡の必要はありません。

土地の利用形態を変更したとき
　土地の全部または一部の用途を変更した（駐車場にした、太陽光発電設備を設置した等）場合は、土地の税額が変
わることもありますので、ご連絡ください。
税務課課税班　☎84－1212

2017.7.1 12


